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所管委員会 総務教育常任委員会 

関係案件 議案第１１０号 

所管局・課 人事課 

 

 

長浜市職員旅費支給条例の一部改正について 

 

 

１．改正の趣旨・理由 

  職員が旅行（出張）する場合に支給する宿泊料について、社会情勢の変化に対応す

るとともに、より実態に即した額の支給を行うため、長浜市職員旅費支給条例の一部

改正を行うものです。 

 

２．主な改正内容 

 ・宿泊料の増額（１夜につき） 

  ※滋賀県旅費支給条例の宿泊料の額を参考にしています。 

対象者 改正前 改正後 改定額 

市長、副市長、教育長 13,300 円 18,700 円 5,400 円増額 

一般職の職員 10,900 円 15,600 円 4,700 円増額 

 ・本条例及び関係条例（長浜市証人等の実費弁償に関する条例）の文言調整 

 

３．施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４．新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

５．参考 

議員の旅費の額は、長浜市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例において

市長相当額とするとされています。そのため、本条例の改正により、議員の宿泊料も改

定されます。 
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長浜市職員旅費支給条例の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（鉄道賃） 

第８条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃（以下この条

において「運賃」という。）、急行料金及び座席指定料金

による。 

(１)～(３) （略） 

 

（移転料） 

第９条 （略） 

(１)～(３) （略） 

２ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転した際にお

ける移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異

なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における

移転料の定額を基礎として計算する。 

３ （略） 

 

別表第１（第８条の６、第８条の７、第13条関係） 

 

宿泊料及び食卓料 

区分 
宿泊料 

（１夜につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

市長等 18,700円 3,000円 

一般職の職員 15,600円 2,200円 
 

（鉄道賃） 

第８条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃（以下本条に

おいて「運賃」という。）、急行料金及び座席指定料金に

よる。 

(１)～(３) （略） 

 

（移転料） 

第９条 （略） 

(１)～(３) （略） 

２ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転した際にお

ける移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異

るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移

転料の定額を基礎として計算する。 

３ （略） 

 

別表第１（第８条の６、第８条の７、第13条関係） 

 

宿泊料及び食卓料 

区分 
宿泊料 

（１夜につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

市長等 13,300円 3,000円 

一般職の職員 10,900円 2,200円 
 

 

 

長浜市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

（実費弁償の額） （実費弁償の額） 

第３条 前条の規定により支給する旅費の額は、長浜市職員

旅費支給条例（平成18年長浜市条例第47号）の一般職の職

員に支給する額に相当する額とする。 

 

第３条 前条の規定により支給する旅費の額は、長浜市職員

旅費支給条例（平成18年長浜市条例第47号）別表第１の一

般職の職員に支給する額に相当する額とする。ただし、市

内に居住する証人等で出頭又は参加する場所が市内である

場合の旅費は、日当のみとする。 

 

 

 


